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第38号議案  

令和７年３月25日  

本部事務局総務企画部  

 

１ 総務企画部所管 

(1)理事会規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会規程 

 

（略） 

 

（庶務） 

第７条 理事会の庶務は、本部事務局総務部総務課にお

いて行う。 

 

（略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会規程 

 

（略） 

 

（庶務） 

第７条 理事会の庶務は、本部事務局総務企画部総務企

画課において行う。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

(2) 文書管理規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構文書管理規程 

 

（略） 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3)（略） 

(4) 本部 地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織

規程（以下「組織規程」という｡）第５条第１項に規

定する事務局及び内部統制・コンプライアンス室を

いう。 

(5)～(17)（略） 

 

（略） 

 

（書式等） 

第16条 （略） 

２ 使用する用紙の規格は、原則として日本産業規格Ａ

４型によるものとする。 

 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構文書管理規程 

 

（略） 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3)（略） 

(4) 本部 地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織

規程（以下「組織規程」という｡）第５条第１項に規定

する事務局及び監査・コンプライアンス室をいう。 

(5)～(17)（略） 

 

 

（略） 

 

（書式等） 

第16条 （略） 

２ 使用する用紙の規格は、原則として日本工業規格Ａ４

型によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 
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附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表（第43条関係） 

保存期間の

区分 

法人文書の類型 

（略） 

10年保存と

するもの 

１ 理事会に関するもの 
２ 重要な事業の計画及び実施に関するもの 
３ 理事長及び副理事長の事務引継書 
４ 職員の服務に関するもので重要なもの（人
事部の所掌するものに限る。） 

５ 表彰に関するもの（当該事務を総括する部
又は所の所掌するものに限る｡） 

６ 予算、決算及び出納に関するもの（財務諸
表、決算報告書及び総勘定元帳）で重要なも
の（本部事務局経営戦略部の所掌するものに
限る。） 

７ １から６までに掲げるものに類するもの 

 

（略） 

 

（略） 

 

第１号様式（第４条、第５条、第６条、第42条、第43条、

第44条関係） 

（用紙日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

 

 

 

別表（第43条関係） 

保存期間の

区分 

法人文書の類型 

（略） 

10年保存と

するもの 

１ 理事会に関するもの 
２ 重要な事業の計画及び実施に関するもの 
３ 理事長及び副理事長の事務引継書 
４ 職員の服務に関するもので重要なもの（人
事部の所掌するものに限る。） 

５ 表彰に関するもの（当該事務を総括する部
又は所の所掌するものに限る｡） 

６ 予算、決算及び出納に関するもの（財務諸
表、決算報告書及び総勘定元帳）で重要なも
の（本部事務局財務部の所掌するものに限
る。） 

７ １から６までに掲げるものに類するもの 

 

（略） 

 

（略） 

 

第１号様式（第４条、第５条、第６条、第42条、第43条、

第44条関係） 

（用紙日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 
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（略） 

 

第２号様式（第７条、第10条、第11条関係）（日本産業規

格Ａ４横長型） 

 

（略） 

 

第４号様式（起案用紙）（第19条、第28条関係）（日本産業

規格Ａ４縦長型） 

 

（略） 

 

第６号様式（第20条関係）（用紙日本産業規格Ａ４横長型） 

 

（略） 

 

第７号様式（第47条関係）（用紙日本産業規格Ａ４横長型） 

 

（略） 

 

第８号様式（第43条、第48条関係）（用紙日本産業規格Ａ

４縦長型） 

 

 

 

（略） 

 

第２号様式（第７条、第10条、第11条関係）（日本工業規格

Ａ４横長型） 

 

（略） 

 

第４号様式（起案用紙）（第19条、第28条関係）（日本工業

規格Ａ４縦長型） 

 

（略） 

 

第６号様式（第20条関係）（用紙日本工業規格Ａ４横長型） 

 

（略） 

 

第７号様式（第47条関係）（用紙日本工業規格Ａ４横長型） 

 

（略） 

 

第８号様式（第 43条、第 48条関係）（用紙日本工業規格Ａ

４縦長型） 

 

 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 
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（略） 

 

第９号様式（第48条関係）（用紙日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

 

（略） 

 

第10号様式（第49条、第51条関係）（用紙日本産業規格Ａ

４縦長型） 

 

（略） 

 

第11号様式（第49条関係）（用紙日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

 

（略） 

 

第12号様式（第50条関係）（用紙日本産業規格Ａ５横長型） 

 

 

（略） 

 

第 13 号様式（第 52 条、第 54 条関係）（用紙日本産業規

格Ａ４縦長型） 

 

（略） 

 

第９号様式（第 48条関係）（用紙日本工業規格Ａ４縦長

型） 

 

（略） 

 

第 10号様式（第 49条、第 51条関係）（用紙日本工業規格

Ａ４縦長型） 

 

（略） 

 

第 11 号様式（第 49 条関係）（用紙日本工業規格Ａ４縦長

型） 

 

（略） 

 

第 12 号様式（第 50 条関係）（用紙日本工業規格Ａ５横長

型） 

 

（略） 

 

第 13号様式（第 52条、第 54条関係）（用紙日本工業規格

Ａ４縦長型） 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 

 

 

 

・過去の改正も

れに係る修正 
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(3) 医療安全推進規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構医療安全推進規程 

 

（略） 

 

（神奈川県立病院機構医療安全推進会議） 

第４条 （略） 

２ 会議の構成は、原則として、副理事長、地方独立行政

法人神奈川県立病院機構組織規程第７条第１項に規定

する事務局長、医療安全推進担当部長、看護担当部長、

同規程第 16条第１項に規定する各病院の医療安全推進

室の室長、同規程第 17条第１項に規定する各病院の同

室の室長補佐（以下同じ。）及び同規程第 19 条第２項

に規定する各病院の副事務局長とし、庶務は本部事務

局総務部において行う。 

３ 会議の座長は、医療安全推進担当部長とする。 

４～６ （略） 

 

（略） 

 

（通報） 

第７条 

１～３ （略） 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構医療安全推進規程 

 

（略） 

 

（神奈川県立病院機構医療安全推進会議） 

第４条 （略） 

２ 会議の構成は、原則として、副理事長、地方独立行政

法人神奈川県立病院機構組織規程第７条第１項に規定す

る事務局長、           看護担当部長、同

規程第16条第１項に規定する各病院の医療安全推進室の

室長、同規程第17条第１項に規定する各病院の同室の室

長補佐（以下同じ。）及び同規程第19条第２項に規定する

各病院の副事務局長とし、庶務は本部事務局総務企画部

において行う。 

３ 会議の座長は、副理事長とする。 

４～６ （略） 

 

（略） 

 

（通報） 

第７条 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 
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４ 通報は、本部事務局総務部危機管理対策課が受け付

ける。 

５～７ （略） 

８ 本部事務局総務部危機管理対策課員は、通報者から

の通報を受け付けた場合には、通報内容を通報管理責

任者、本部の事務局長及び総務部長に報告しなければ

ならない。 

９～１２ （略） 

 

（略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

４ 通報は、本部事務局総務企画部総務企画課が受け付け

る。 

５～７ （略） 

８ 本部事務局総務企画部総務企画課員は、通報者からの

通報を受け付けた場合には、通報内容を通報管理責任者、

本部の事務局長及び総務企画部長に報告しなければなら

ない。 

９～１２ （略） 

 

（略） 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

・組織改編に伴

う修正 
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２ 人事部所管 

(1) 特定個人情報等取扱規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構特定個人情報等 

取扱規程 

 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章 安全管理措置 

第１節 組織的安全管理措置及び人的安全管理措置（第６条～第 14

条） 

第２節 物理的安全管理措置（第 15条～第 18条） 

第３節 技術的安全管理措置（第 19条～第 22条） 

第３章 特定個人情報の取得（第 23条～第 30条） 

第４章 特定個人情報の利用（第 31条～第 33条） 

第５章 特定個人情報の保管（第 34条） 

第６章 特定個人情報の提供（第 35条） 

第７章 特定個人情報の開示、訂正及び利用停止等（第 36条） 

第８章 特定個人情報の廃棄、削除（第 37条） 

第９章 特定個人情報の委託の取扱い（第 38条） 

第 10章 その他（第 39条） 

附則 

 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構特定個人情報等 

取扱規程 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目次を新

設 
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（用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとお

りとする。なお、この規程における用語は、他に特段の定めのない限り

番号法その他の関係法令の定めに従う。 

 (1) 「個人情報」とは、個人情報保護法第２条第１項に規定する個

人情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。）

で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は

音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別

符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

  イ 個人識別符号が含まれるもの 

 (2) 「個人番号」とは、番号法第７条第１項又は第２項の規定によ

り、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票

コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定され

るものとする。 

 (3)～(5) （略） 

 (6) 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容

の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の

停止を行うことのできる権限を有する特定個人情報であって、そ

の存否が明らかになることにより公益その他の利益が害される

（用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のと

おりとする。なお、この規程における用語は、他に特段の定めのな

い限り番号法その他の関係法令の定めに従う。 

(1) 「個人情報」とは、個人情報保護法第２条第１項に規定する個

人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特

定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「個人番号」とは、番号法第７条第１項及び第２項の規定によ

り、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票

コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定される

ものとする。 

 (3)～(5) （略） 

(6) 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の

訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停

止を行うことのできる権限を有する特定個人情報であって、その

存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの

 

 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 
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ものとして個人情報保護法第 16条第４項で定めるものとする。 

 

 (7) 「個人番号関係事務」とは、番号法第９条第４項の規定により

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限

度で利用して行う事務をいう。 

 (8)～(10) （略） 

 (11) 「職員」とは、本部及び病院に勤務する者をいい、理事、監事

を含む。 

 (12)～(15) （略） 

 

（組織執行体制） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 本部においては本部事務局長（組織規程第７条第１項に規定する

事務局長をいう。）、病院においては病院事務局長（組織規程第 16条

第１項に規定する病院に設けられた事務局の局長をいう。）を事務取

扱責任者とする。 

４ 本部においては本部事務局人事部（組織規程第５条第２項第２号

に規定する人事部をいう。）の職員及び本部事務局経営戦略部（組織

規程第５条第２項第３号に規定する経営戦略部をいう。）の職員、病

院においては病院副事務局長（組織規程第 19条第２項に規定する病

院の事務局に置かれる副事務局長をいう。）、病院事務局総務課（組織

規程第４条別表１に規定する病院に設けられた事務局の総務課をい

う。）の職員、病院事務局総務企画課（組織規程第４条別表１に規定

する病院に設けられた事務局の総務企画課をいう。）の職員、病院事

として個人情報保護法第２条第５項で定めるもの又は６箇月以内

に消去することとなるもの以外のものとする。 

(7) 「個人番号関係事務」とは、番号法第９条第３項の規定により

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度

で利用して行う事務をいう。 

 (8)～(10) （略） 

(11) 「職員」とは、組織規程第２条に定める職員をいい、理事、監

事を含む。 

 (12)～(15) （略） 

 

（組織執行体制） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 本部においては本部事務局事務局長（組織規程第７条第１項に規

定する事務局長をいう。）、病院においては病院事務局事務局長（組

織規程第16条第１項に規定する病院に設けられた事務局の局長を

いう。）を事務取扱責任者とする。 

４ 本部においては本部事務局人事部の職員及び本部事務局財務部

の職員、病院においては副事務局長並びに病院事務局総務課及び病

院事務局経営企画課の職員のうち、本部においては本部事務局事務

局長、病院においては病院事務局事務局長が指名した者を事務取扱

担当者とする。 

 

 

 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 

 

・文言の整

理 

 

 

 

 

 

・文言の整

理 

 

 

・組織改編

に伴う修

正 

・過去の改

正もれに

係る修正 
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務局経営企画課（組織規程第４条別表１に規定する病院に設けられ

た事務局の経営企画課をいう。）の職員及び病院事務局財務経営課

（組織規程第４条別表１に規定する病院に設けられた事務局の財務

経営課をいう。）の職員のうち、本部においては本部事務局長、病院

においては病院事務局長が指名した者を事務取扱担当者とする。 

５ 本部事務局情報システム部長（組織規程第７条第１項に規定する

本部の情報システム部長をいう。）は、特定個人情報ファイルのセキ

ュリティ確保のための情報システムインフラの整備及び関係職員に

対する必要な指導、助言を行う。 

６ 本部内部統制・コンプライアンス室長（組織規程第７条第１項に規

定する本部の内部統制・コンプライアンス室長をいう。）は、法人の

特定個人情報等の適正な取扱い並びに法令及びこの規程の遵守状況

について検証し、必要な指導を行うとともに、その指導内容を理事長

に報告するものとする。 

７ 本部においては本部事務局人事部、病院においては病院事務局総

務課及び病院事務局総務企画課を、第３条に掲げる事務のうち、職員

（扶養家族を含む。）に係る個人番号関係事務を行う責任部署とす

る。 

 

８ 本部においては本部事務局経営戦略部、病院においては病院事務

局経営企画課及び病院事務局財務経営課を、第３条に掲げる事務の

うち、職員以外の個人（以下「関係する第三者」という。）に係る個

人番号関係事務を行う責任部署とする。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本部事務局総務企画部長は、特定個人情報ファイルのセキュリテ

ィ確保のための情報システムインフラの整備及び関係職員に対す

る必要な指導、助言を行う。 

 

６ 監査・コンプライアンス室長は、法人の特定個人情報等の適正な

取扱い並びに法令及びこの規程の遵守状況について検証し、必要な

指導を行うとともに、その指導内容を理事長に報告するものとす

る。 

 

７ 本部においては本部事務局人事部（組織規程第５条第２項第２号

に規定する人事部をいう。）、病院においては病院事務局総務課（組

織規程第４条別表１に規定する病院に設けられた事務局の総務課

をいう。）を、第３条に掲げる事務のうち、職員（扶養家族を含む。）

に係る個人番号関係事務を行う責任部署とする。 

８ 本部においては本部事務局財務部（組織規程第５条第２項第３号

に規定する財務部をいう。）、病院においては病院事務局経営企画課

（組織規程第４条別表１に規定する病院に設けられた事務局の経

営企画課をいう。）を、第３条に掲げる事務のうち、職員以外の個

人（以下「関係する第三者」という。）に係る個人番号関係事務を行

う責任部署とする。 

 

 

 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 
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正 
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（情報漏えい事案等への対応） 

第 13条 （略） 

２ 事務取扱責任者は、本部内部統制・コンプライアンス室長と連携し

て漏えい事案等に対応する。 

３～５（略） 

 

（保有個人データに関する事項の開示、訂正及び利用停止等） 

第 36条 法人の特定個人情報に係る保有個人データの開示、訂正及び

利用停止等については、個人情報保護法第 32 条から第 35 条の規定

に準ずるものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

【別紙１】（第５条関係） 

特定個人情報等に関する事務マニュアル 

 

第２ 報酬等の支払先（個人）の特定個人情報等 

 １ （略） 

 ２ 本部事務局又は各病院における本人確認書類の受領 

   本部事務局又は各病院の事務取扱担当者が、報酬の支払先（個

人）から送付されてきた返信用封筒に封緘された本人確認書類を

受領し、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「書類受取日」を

記入する。 

（情報漏えい事案等への対応） 

第13条 （略） 

２ 事務取扱責任者は、監査・コンプライアンス室長と連携して漏え

い事案等に対応する。 

３～５（略） 

 

（保有個人データに関する事項の開示、訂正及び利用停止等） 

第36条 法人の特定個人情報に係る保有個人データの開示、訂正及び

利用停止等については、個人情報保護法第24条から第27条の規定に準

ずるものとする。 

 

 

 

 

 

【別紙１】（第５条関係） 

特定個人情報等に関する事務マニュアル 

 

第２ 報酬等の支払先（個人）の特定個人情報等 

 １ （略） 

 ２ 本部事務局又は各所属における本人確認書類の受領 

   本部事務局又は各所属の事務取扱担当者が、報酬の支払先（個

人）から送付されてきた返信用封筒に封緘された本人確認書類を

受領し、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「書類受取日」を

記入する。 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 
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   報酬の支払先（個人）が、当機構の個人番号の提供の要求又は本

人確認に応じない場合には、架電の上、番号法に基づくマイナンバ

ー制度の意義について説明をし、それにもかかわらず、報酬の支払

先（個人）が個人番号の提供に応じない場合は、提供を求めた経緯

等を記録するものとする。 

３ 提出書類の保管 

本部事務局又は各病院の事務取扱担当者は、提出された個人番号

確認書類、身元確認書類に項番をふり、「特定個人情報等の運用状況

記録票」に個人番号確認書類、身元確認書類に記載されている「生年

月日」を記入し、鍵のついたキャビネットで保管をする。 

４ 支払調書への個人番号の記載・提出方法 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成及び提出の決裁

を受けた後に、本部事務局又は各病院の事務取扱担当者は保管して

いる個人番号確認書類で個人番号を確認し、支払調書に記載する。

その際には、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「支払調書作成

日」を記入する。事務取扱責任者は支払調書に正しく個人番号が記

載されているかを最終確認し、事務取扱担当者が提出先の税務署に

提出する。提出書類については、必ず封緘をするものとする。税務署

に書類を提出する際には、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「支

払調書提出日」を記入する。 

 ５ （略） 

 ６ 「特定個人情報等の運用状況記録票」の管理及び支払調書の控え

の保管方法 

   「特定個人情報等の運用状況記録票」は、本部事務局又は各病院

の事務取扱担当者のみがアクセスできるようパスワード設定を行

   報酬の支払先（個人）が、当機構の個人番号の提供の要求又は

本人確認に応じない場合には、架電の上、番号法に基づくマイナ

ンバー制度の意義について説明をし、それにもかかわらず、報酬

の支払先（個人）が個人番号の提供に応じない場合は、提供を求

めた経緯等を記録するものとする。 

３ 提出書類の保管 

本部事務局又は各所属の事務取扱担当者は、提出された個人番号

確認書類、身元確認書類に項番をふり、「特定個人情報等の運用状

況記録票」に個人番号確認書類、身元確認書類に記載されている「生

年月日」を記入し、鍵のついたキャビネットで保管をする。 

４ 支払調書への個人番号の記載・提出方法 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成及び提出の決

裁を受けた後に、本部事務局又は各所属の事務取扱担当者は保管し

ている個人番号確認書類で個人番号を確認し、支払調書に記載す

る。その際には、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「支払調

書作成日」を記入する。事務取扱責任者は支払調書に正しく個人番

号が記載されているかを最終確認し、事務取扱担当者が提出先の税

務署に提出する。提出書類については、必ず封緘をするものとする。

税務署に書類を提出する際には、「特定個人情報等の運用状況記録

票」に「支払調書提出日」を記入する。 

 ５ （略） 

 ６ 「特定個人情報等の運用状況記録票」の管理及び支払調書の控

えの保管方法 

   「特定個人情報等の運用状況記録票」は、本部事務局又は各所

属の事務取扱担当者のみがアクセスできるようパスワード設定

 

 

 

 

 

・文言の整

理 

 

 

 

・文言の整

理 
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って管理する。 

   支払調書の控えは、法定保存期間（申告期限から７年間）が経過

するまでの間、本部事務局又は各病院の鍵のついたキャビネット

において厳重に保管する。 

 ７ （略） 

 

第３ 不動産の賃貸人（個人）の特定個人情報等 

 １ 不動産の賃貸人（個人）の個人番号の取得手続 

   不動産の賃貸人（個人）に対して、別紙１－４の「個人番号（マ

イナンバー）の提供のお願い」を送付又は手渡し（本部事務局経営

管財課又は各病院の経営企画課（財務経営課）宛の返信用封筒付）

し、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「氏名、書類交付日」

を記入する。 

 ２ 本部事務局又は各病院における本人確認書類の受領 

   本部事務局又は各病院の事務取扱担当者が、不動産の賃貸人（個

人）から送付されてきた返信用封筒に封緘された本人確認書類を

受領し、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「書類受取日」を

記入する。 

   不動産の賃貸人（個人）が、当社の個人番号の提供の要求又は本

人確認に応じない場合には、架電の上、番号法に基づくマイナンバ

ー制度の意義について説明をし、それにもかかわらず、不動産の賃

貸人（個人）が個人番号の提供に応じない場合は、提供を求めた経

緯等を記録するものとする。 

 ３ 提出書類の保管 

本部事務局又は各病院の事務取扱担当者は、提出された個人番

を行って管理する。 

   支払調書の控えは、法定保存期間（申告期限から７年間）が経

過するまでの間、本部事務局又は各所属の鍵のついたキャビネッ

トにおいて厳重に保管する。 

 ７ （略） 

 

第３ 不動産の賃貸人（個人）の特定個人情報等 

 １ 不動産の賃貸人（個人）の個人番号の取得手続 

   不動産の賃貸人（個人）に対して、別紙１－４の「個人番号（マ

イナンバー）の提供のお願い」を送付又は手渡し（本部事務局財

務経理課又は各病院の経営企画課宛の返信用封筒付）し、「特定

個人情報等の運用状況記録票」に「氏名、書類交付日」を記入す

る。 

 ２ 本部事務局又は各所属における本人確認書類の受領 

   本部事務局又は各所属の事務取扱担当者が、不動産の賃貸人

（個人）から送付されてきた返信用封筒に封緘された本人確認書

類を受領し、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「書類受取

日」を記入する。 

   不動産の賃貸人（個人）が、当社の個人番号の提供の要求又は

本人確認に応じない場合には、架電の上、番号法に基づくマイナ

ンバー制度の意義について説明をし、それにもかかわらず、不動

産の賃貸人（個人）が個人番号の提供に応じない場合は、提供を

求めた経緯等を記録するものとする。 

 ３ 提出書類の保管 

本部事務局又は各所属の事務取扱担当者は、提出された個人
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号確認書類、身元確認書類に項番をふり、「特定個人情報等の運用

状況記録票」に個人番号確認書類、身元確認書類に記載されてい

る「生年月日」を記入し、鍵のついたキャビネットで保管をする。 

 

 ４ 支払調書への個人番号の記載・提出方法 

本部事務局又は各病院の事務取扱担当者は、「不動産の使用料等

の支払調書」を作成するために、保管している個人番号確認書類

で個人番号を確認し、支払調書に記載する。その際には、「特定個

人情報等の運用状況記録票」に「支払調書作成日」を記入する。

事務取扱責任者は支払調書に正しく個人番号が記載されているか

を最終確認し、事務取扱担当者が提出先の税務署に提出する。提

出書類については、必ず封緘をするものとする。税務署に書類を

提出する際には、「特定個人情報等の運用状況記録票」に「支払調

書提出日」を記入する。 

 ５ （略） 

 ６ 「特定個人情報等の運用状況記録票」の管理及び支払調書の控え

の保管方法 

   「特定個人情報等の運用状況記録票」は、本部事務局又は各病院

の事務取扱担当者のみがアクセスできるようパスワード設定を行

って管理する。 

   支払調書の控えは、法定保存期間法定（申告期限から７年間）が

経過するまでの間、本部事務局又は各病院の鍵のついたキャビネ

ットにおいて厳重に保管する。 

 ７ （略） 

 

番号確認書類、身元確認書類に項番をふり、「特定個人情報等の

運用状況記録票」に個人番号確認書類、身元確認書類に記載され

ている「生年月日」を記入し、鍵のついたキャビネットで保管を

する。 

 ４ 支払調書への個人番号の記載・提出方法 

本部事務局又は各所属の事務取扱担当者は、「不動産の使用料

等の支払調書」を作成するために、保管している個人番号確認書

類で個人番号を確認し、支払調書に記載する。その際には、「特

定個人情報等の運用状況記録票」に「支払調書作成日」を記入す

る。事務取扱責任者は支払調書に正しく個人番号が記載されて

いるかを最終確認し、事務取扱担当者が提出先の税務署に提出

する。提出書類については、必ず封緘をするものとする。税務署

に書類を提出する際には、「特定個人情報等の運用状況記録票」

に「支払調書提出日」を記入する。 

 ５ （略） 

 ６ 「特定個人情報等の運用状況記録票」の管理及び支払調書の控

えの保管方法 

   「特定個人情報等の運用状況記録票」は、本部事務局又は各所

属の事務取扱担当者のみがアクセスできるようパスワード設定

を行って管理する。 

   支払調書の控えは、法定保存期間法定（申告期限から７年間）

が経過するまでの間、本部事務局又は各所属の鍵のついたキャビ

ネットにおいて厳重に保管する。 

 ７ （略） 
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（別紙１－１）（第 25条第１項・第 29条関係） 

番号確認書類 身元確認書類 

下記のいずれか１つの番号確認書類 

〇個人番号（マイナンバー）カード 

〇通知カード（令和 2年 5月 25日時点で交

付されている通知カードは、氏名、住所等

の記載事項に変更がない場合又は正しく

変更手続きが取られている場合に限り利

用可能です） 

〇個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書 

（略） 

＜送付・照会先＞ 

経営企画（財務経営）課 

（経営戦略部経営管財課） 

担当者名 

所在地及び電話番号 

 

 

（別紙１－３）（第 25条第１項・第 29条関係） 

番号確認書類 身元確認書類 

下記のいずれか１つの番号確認書類 

〇個人番号（マイナンバー）カード 

〇通知カード（令和 2年 5月 25日時点で交

付されている通知カードは、氏名、住所等の

記載事項に変更がない場合又は正しく変更

（略） 

（別紙１－１）（第 25条第１項・第 29条関係） 

番号確認書類 身元確認書類 

下記のいずれか１つの番号確認書類 

〇個人番号（マイナンバー）カード 

〇通知カード 

 

 

 

 

〇個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書 

（略） 

＜送付・照会先＞ 

経営企画課 

（財務部財務経理課） 

担当者名 

所在地及び電話番号 

 

 

（別紙１－３）（第 25条第１項・第 29条関係） 

番号確認書類 身元確認書類 

下記のいずれか１つの番号確認書類 

〇個人番号（マイナンバー）カード 

〇通知カード 

 

 

（略） 
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手続きが取られている場合に限り利用可能

です） 

〇個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書 

＜送付・照会先＞ 

経営企画（財務経営）課 

（経営戦略部経営管財課） 

担当者名 

所在地及び電話番号 

 

 

 

 

 

（別紙１－４）（第 25条第１項・第 29条関係） 

番号確認書類 身元確認書類 

下記のいずれか１つの番号確認書類 

〇個人番号（マイナンバー）カード 

〇通知カード（令和 2年 5月 25日時点で交

付されている通知カードは、氏名、住所等の

記載事項に変更がない場合又は正しく変更

手続きが取られている場合に限り利用可能

です） 

〇個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書 

（略） 

 

 

〇個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書 

＜送付・照会先＞ 

経営企画課 

（財務部財務経理課） 

担当者名 

所在地及び電話番号 

 

 

 

 

 

（別紙１－４）（第 25条第１項・第 29条関係） 

番号確認書類 身元確認書類 

下記のいずれか１つの番号確認書類 

〇個人番号（マイナンバー）カード 

〇通知カード 

 

 

 

 

〇個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去の改

正もれに

係る修正 
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＜送付・照会先＞ 

経営企画（財務経営）課 

（経営戦略部経営管財課） 

担当者名 

所在地及び電話番号 

 

 

 

【別紙３】（第 12条関係） 

特定個人情報ファイル管理台帳 

     保管場所  取扱部署 
事務取扱担当者 

(アクセス権者) 
 

役職員およびその扶養親族に関する事務 

１       本部事務局人事

部又は病院事務

局総務(企画)課 

本部事務局人事

部又は病院事務

局総務(企画)課 

 

国税・地方税関係事務 

１     本部事務局人事部

又は病院事務局総

務(企画)課 

 本部事務局人事

部又は病院事務

局総務(企画)課 

本部事務局人事

部又は病院事務

局総務(企画)課 

 

（略） 

報酬等の支払い先に関する事務 

     本部事務局経営戦

略部、病院事務局

総務(企画)課又は

経営企画(財務経

営)課 

 本部事務局経営

戦略部、病院事

務局総務(企画)

課又は経営企画

(財務経営)課 

本部事務局経営

戦略部、病院事務

局総務(企画)課

又は経営企画(財

務経営)課 

 

（略） 
 

＜送付・照会先＞ 

経営企画課 

（財務部財務経理課） 

担当者名 

所在地及び電話番号 

 

 

 

【別紙３】（第 12条関係） 

特定個人情報ファイル管理台帳 

     保管場所  取扱部署 
事務取扱担当者 

(アクセス権者) 
 

役職員およびその扶養親族に関する事務 

１       本部事務局人事

部又は病院事務

局総務課 

本部事務局人事

部又は病院事務

局総務課 

 

国税・地方税関係事務 

１     本部事務局人事部

又は病院事務局総

務課 

 本部事務局人事

部又は病院事務

局総務課 

本部事務局人事

部又は病院事務

局総務課 

 

（略） 

報酬等の支払い先に関する事務 

     本部事務局財務

部、病院事務局総

務課又は経営企画

課 

 

 本部事務局財務

部、病院事務局

総務課又は経営

企画課 

本部事務局財務

部、病院事務局総

務課又は経営企

画課 

 

（略） 
 

 

・組織改編

に伴う修

正 

 

 

 

・組織改編

に伴う修

正 
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３ 財務部所管 

(1) 病院機構会計規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程 

 

第１条～第 15条 （略） 

 

（予算執行の専決）  

第 16 条 次の各号に掲げるものについては、前条の規定に

かかわらず、それぞれに定める者に専決させて予算執行を

行うものとする。 

(1)～(2) （略） 

(3)  本部の所管するもので 5,000万円未満のもの（前２

号に該当するものを除く。） 経営戦略部長 

(4)～(6)  （略）  

 

第 17条～第 22条 （略） 

 

（収納等の事務の専決） 

第 23 条 その所管に属する債権の請求その他収納に関する

事項は、本部にあっては、経営戦略部長、病院にあっては、

事務局長が専決するものとする。 

２ （略） 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程 

 

第１条～第 15条 （略） 

 

（予算執行の専決）  

第 16 条 次の各号に掲げるものについては、前条の規定に

かかわらず、それぞれに定める者に専決させて予算執行を

行うものとする。 

(1)～(2) （略） 

(3)  本部の所管するもので 5,000万円未満のもの（前２

号に該当するものを除く。） 財務部長 

(4)～(6)  （略）  

 

第 17条～第 22条 （略） 

 

（収納等の事務の専決） 

第 23 条 その所管に属する債権の請求その他収納に関する

事項は、本部にあっては、財務部長、病院にあっては、事

務局長が専決するものとする。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編

に伴う修正 

 

 

 

 

 

・組織改編

に伴う修正 



20 

 

第 24条～第 60条 （略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

第 24条～第 60条 （略） 
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(2) 病院機構会計実施規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計実施規程 

 

第１条～第23条 （略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表３（第６条関係） 

（出納員） 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

本部事務局 経営管財課

長 

金銭の出納

及び保管を 

担任する所

属職員のう

ち経理責任

者が指定す

る職員 

金銭及び有

価証券の出

納及び保管 

（略）   

 

 

 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計実施規程 

 

第１条～第23条 （略） 

 

 

 

 

別表３（第６条関係） 

（出納員） 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

本部事務局 財務経理課

長 

金銭の出納

及び保管を 

担任する所

属職員のう

ち経理責任

者が指定す

る職員 

金銭及び有

価証券の出

納及び保管 

（略）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編

に伴う修正 
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別表４（第21条関係） 

（物品出納員） 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

本部事務局 経営管財課

長 

物品の購入

及び保管 

を担任する

所属職員 

のうち経理

責任者が 

指定する職

員 

物品（病院で

所管するも

のを除く）の

出納及び保

管 

（略）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４（第21条関係） 

（物品出納員） 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

本部事務局 財務経理課

長 

物品の購入

及び保管 

を担任する

所属職員 

のうち経理

責任者が 

指定する職

員 

物品（病院で

所管するも

のを除く）の

出納及び保

管 

（略）   
 

 

 

 

 

・組織改編

に伴う修正。 
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(3) たな卸資産等管理規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構たな卸資産等管理規

程 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（物品管理者）  

第３条 病院事務局長（会計規程第16条第１号に定める病院

事務局長をいう。）及び経営戦略部長は、物品管理者として

たな卸資産等の管理に関し次の業務を行う。 

(1) たな卸資産等の管理統括に関すること 

(2) 実地たな卸を行う場合の実地たな卸の実施の総括に

関すること 

２ （略）  

 

第４条～第15条 （略） 

 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構たな卸資産等管理規

程 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（物品管理者）  

第３条 病院事務局長（会計規程第16条第１号に定める病院

事務局長をいう。）及び財務部長は、物品管理者としてたな

卸資産等の管理に関し次の業務を行う。 

(1) たな卸資産等の管理統括に関すること 

(2) 実地たな卸を行う場合の実地たな卸の実施の総括に

関すること 

２ （略）  

 

第４条～第15条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編

に伴う修正 
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４ 経営管理部所管 

(1) 競争的研究費等の運営及び管理に関する規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構競争的研究費等の

運営及び管理に関する規程 

 

（略） 

 

（不正防止計画） 

第 10 条 統括管理責任者は、法人全体の具体的な対策を

実施するため、不正を発生させる要因を把握し、それに対

応するための不正防止計画を策定する。 

２ 不正防止計画の推進は、本部事務局医事・経営企画課

が行う。 

３ 本部事務局医事・経営企画課は、統括管理責任者とと

もに法人全体の具体的な対策（不正防止計画、コンプライ

アンス教育・啓発活動等の計画を含む。）を策定・実施し、

実施状況を確認する。 

 

（略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構競争的研究費等の

運営及び管理に関する規程 

 

（略） 

 

（不正防止計画） 

第 10 条 統括管理責任者は、法人全体の具体的な対策を

実施するため、不正を発生させる要因を把握し、それに対

応するための不正防止計画を策定する。 

２ 不正防止計画の推進は、本部事務局経営管理室が行

う。 

３ 本部事務局経営管理室は、統括管理責任者とともに法

人全体の具体的な対策（不正防止計画、コンプライアンス

教育・啓発活動等の計画を含む。）を策定・実施し、実施

状況を確認する。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

・組織改編に伴

う修正 
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５ 内部統制・コンプライアンス室所管 

(1) 反社会的勢力への対応に関する規程 新旧対照表 

新 旧 改正理由等 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構反社会的勢力への

対応に関する規程 

 

（略） 

 

（対応部署） 

第４条 本部事務局及び各病院は、総務部及び総務課（が

んセンターにあっては総務企画課）を反社会的勢力対

応部署（以下「対応部署」という。）とし、対応部署は、

反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積、本部事務局及

び各病院内体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関

との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断する

ための取組を支援する。 

 

（不当要求への対応） 

第５条 （略）  

２ 反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員は、

本部においては総務部長、各病院においては事務局長

に当該不当要求について直ちに報告しなければならな

い。 

３ 前項の報告を受けた場合、総務部長にあっては地方

地方独立行政法人神奈川県立病院機構反社会的勢力への

対応に関する規程 

 

（略） 

 

（対応部署） 

第４条 本部事務局及び各病院は、総務企画部及び総務

課（がんセンターにあっては総務企画課）を反社会的勢

力対応部署（以下「対応部署」という。）とし、対応部

署は、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積、本部事

務局及び各病院内体制の整備、研修活動の実施、外部専

門機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮

断するための取組を支援する。 

 

（不当要求への対応） 

第５条 （略）  

２ 反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員は、

本部においては総務企画部長、各病院においては事務

局長に当該不当要求について直ちに報告しなければな

らない。 

３ 前項の報告を受けた場合、総務企画部長にあっては

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

 

・組織改編に伴
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独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程（以下「組織

規程」という。）第７条第１項に規定する事務局長（以

下「本部事務局長」という。）に、各病院にあっては組

織規程第 15条第２項に規定する総長等（以下「総長等」

という。）に、それぞれ報告するとともに、必要に応じ

て警察へ通報するものとする。 

４、５ （略） 

 

（契約締結における法人の責務） 

第６条 （略）  

２ 職員は、事前の確認の過程で、当該契約の相手方の属

性に疑義があると判断する時には、本部においては総

務部長、各病院においては事務局長に報告する。その場

合において、総務部長又は事務局長が必要と判断する

場合には警察等への照会を行う。 

 

（契約の解除） 

第７条 法人は、法人を当事者とする契約の締結後に、契

約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合又

は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれか

に該当する行為をした場合には、当該契約を解除する

ことを原則とする。なお、契約の解除に当たり、本部に

おいては総務部長、各病院においては事務局長は、必要

に応じて弁護士等の外部専門機関と十分に協議し、必

要な措置を講ずる。 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程（以下

「組織規程」という。）第７条第１項に規定する事務局

長（以下「本部事務局長」という。）に、各病院にあっ

ては組織規程第 15条第２項に規定する総長等（以下「総

長等」という。）に、それぞれ報告するとともに、必要

に応じて警察へ通報するものとする。 

４、５ （略） 

 

（契約締結における法人の責務） 

第６条 （略） 

２ 職員は、事前の確認の過程で、当該契約の相手方の属

性に疑義があると判断する時には、本部においては総

務企画部長、各病院においては事務局長に報告する。そ

の場合において、総務企画部長又は事務局長が必要と

判断する場合には警察等への照会を行う。 

 

（契約の解除） 

第７条 法人は、法人を当事者とする契約の締結後に、契

約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合又

は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれか

に該当する行為をした場合には、当該契約を解除する

ことを原則とする。なお、契約の解除に当たり、本部に

おいては総務企画部長、各病院においては事務局長は、

必要に応じて弁護士等の外部専門機関と十分に協議

し、必要な措置を講ずる。 

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴

う修正 
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(1)～(5) （略） 

 

（略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

(1)～(5) （略） 

 

（略） 

 

 

 


